
令和６(2024)年
７月16日(火)
第521号

令和６（2024）年７月16日　火曜日 （583）

告 示
栃木県告示第377号
　生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第５条第３項に規定する身分証明書の
様式（昭和49年２月26日栃木県告示第138号）は、廃止する。
　　令和６（2024）年７月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（くらし安全安心課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第378号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和６（2024）年７月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名
指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

大平東診療所 栃木市大平町横堀808-
３

医療法人新風会
理事長
新崎　興二

令 和 ６

（2024）年
７月１日

精神通院医
療

平尾内科小児科 宇都宮市西原町557-12 医療法人淑良会
理事長
平尾　修

令 和 ６

（2024）年
７月１日

精神通院医
療

ハート薬局 真岡市高田1577-８ 株式会社ウィーズ
代表取締役
竹林　和人

令 和 ６

（2024）年
７月１日

精神通院医
療
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オーロラ薬局 宇都宮市鶴田１-８-12 株式会社ウィーズ
代表取締役
竹林　和人

令 和 ６
（2024）年
７月１日

精神通院医
療

ふきあげ薬局 栃木市吹上町1642-21 株式会社ウィーズ
代表取締役
竹林　和人

令 和 ６
（2024）年
７月１日

精神通院医
療

ミルキー薬局 宇都宮市相野沢町98-
12

株式会社ウィーズ
代表取締役
竹林　和人

令 和 ６
（2024）年
７月１日

精神通院医
療

きよはらだい薬局 宇都宮市清原台５-18-
35

株式会社ウィーズ
代表取締役
竹林　和人

令 和 ６
（2024）年
７月１日

精神通院医
療

しらゆり薬局 日光市吉沢239-10 株式会社ウィーズ
代表取締役
竹林　和人

令 和 ６
（2024）年
７月１日

精神通院医
療

ひばり調剤薬局 真岡市中郷280 株式会社ウィーズ
代表取締役
竹林　和人

令 和 ６
（2024）年
７月１日

精神通院医
療

さわやか薬局 真岡市熊倉２-20-１ 株式会社ウィーズ
代表取締役
竹林　和人

令 和 ６
（2024）年
７月１日

精神通院医
療

にこにこ薬局 那須烏山市野上字道東
637-15

株式会社ウィーズ
代表取締役
竹林　和人

令 和 ６
（2024）年
７月１日

精神通院医
療

もおかベリー薬局 真岡市荒町３-49-８ 株式会社ウィーズ
代表取締役
竹林　和人

令 和 ６
（2024）年
７月１日

精神通院医
療

ほほえみ薬局 宇都宮市屋板町 578-
642

株式会社ウィーズ
代表取締役
竹林　和人

令 和 ６
（2024）年
７月１日

精神通院医
療

グレイス薬局 栃木市嘉右衛門町６-
９

株式会社ウィーズ
代表取締役
竹林　和人

令 和 ６
（2024）年
７月１日

精神通院医
療

スマイル薬局 真岡市熊倉３-37-１
コーポラスクマクラ
101

株式会社ウィーズ
代表取締役
竹林　和人

令 和 ６
（2024）年
７月１日

精神通院医
療

いずみ薬局 下野市小金井2977-２ 株式会社ウィーズ
代表取締役
竹林　和人

令 和 ６
（2024）年
７月１日

精神通院医
療

きぬばし薬局 宇都宮市石井町2338-
１

株式会社ウィーズ
代表取締役
竹林　和人

令 和 ６
（2024）年
７月１日

精神通院医
療

おおるり薬局 栃木市泉町21-３-１ 株式会社ウィーズ 令 和 ６ 精神通院医
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代表取締役
竹林　和人

（2024）年
７月１日

療

YOKODUNA　訪問看
護ステーション

宇都宮市大寛２-５-７ 医療法人仰星会
理事長
上野　裕

令 和 ６

（2024）年
７月１日

精神通院医
療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第379号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和６（2024）年７月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名
変 更
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

担 当 す る
医療の種類

せいいかいメディカ
ルクリニックＮＡＳ
Ｕ

大田原市町島 199-
３

（大田原市町島200-
８）

医療法人社団聖医会
理事長
小藤田　篤

令 和 ６

（2024）年
７月１日

更生医療 腎臓

※変更年月日欄を除く表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第380号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和６（2024）年７月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名
変 更
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

訪問看護ステーション
花みずきプラス

宇都宮市下荒針町
3614-４（宇都宮市鶴
田２-５-24　クレイン
ズ21　302号室）

株式会社在宅支援ネットワー
ク
代表取締役
内藤　秀満

令 和 ６

（2024）年
６月１日

精神通院医
療

※変更年月日欄を除く表中の（　）内は変更前のもの
（障害福祉課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第381号
　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を認証したの
で、同条第４項の規定により公告する。
　　令和６（2024）年７月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

調査を行った
者 の 名 称

調 査 区 域 成 果 の 名 称 認証年月日

益子町 益子町大字前沢の一部 益子町大字前沢の一部
（前沢Ⅱ地区）

令和６（2024）年
６月28日
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（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第382号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和６（2024）年７月16日から同年８月14日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和６（2024）年７月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　大田原高林線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

191
前 大田原市今泉70-４から

大田原市今泉104-７まで 14.0 ～ 16.6 360.0

後 大田原市今泉70-４から
大田原市今泉104-７まで 16.0 ～ 21.5 360.0

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○令和６（2024）年度林業種苗生産事業者講習会の実施
　林業種苗法（昭和45年法律第89号）第11条第１項の規定により、令和６（2024）年度林業種苗生産事業者講
習会を次のとおり実施するので、林業種苗法施行令（昭和45年政令第194号）第３条の規定により公告する。
　　令和６（2024）年７月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　受講資格
林業種苗生産事業者の登録を受けようとする者

２　講習会の開催日時及び場所
令和６（2024）年８月22日（木）午前10時から
宇都宮市下小池町280
栃木県林業大学校

３　講習の内容及び講習時間
⑴　種苗に関する法令 ２時間
⑵　種苗の産地及び系統に関する事項 ２時間
⑶　種苗の生産技術に関する事項 ２時間
４　受講手続
　受講を希望する方は、最寄りの環境森林事務所、矢板森林管理事務所又は栃木県山林種苗緑化樹協同組合
にて受講申込書を受け取り、必要事項を記入し、受講手数料14,000円分の栃木県収入証紙を貼付の上、住
所地を管轄する環境森林事務所又は矢板森林管理事務所に講習会の10日前までに提出すること。
５　その他
　受講者は、講習会当日に次のものを持参すること。
　講習会テキスト　全国山林種苗協同組合連合会発行の「林業種苗の生産・配布に必要な知識」

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────


